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地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２５条の規定に基づき、京都

市長から指示を受けた令和８年４月１日から令和１２年３月３１日までの４年間に

おける地方独立行政法人京都市産業技術研究所（以下「産業技術研究所」という。）の

中期目標を達成するための計画を、以下のとおり定める。 

 

京都が誇る伝統産業と先進産業の基盤を成す“ものづくり”に科学と技術の両面か

ら支援する産業技術研究所は、平成２６年４月１日に地方独立行政法人へ移行し、自

立した公設試験研究機関として新たな活動を開始してから１２年が経過した。この間、

京都地域企業を支援し地域産業の発展を期して４年ごとに達成すべき中期目標の指

示を京都市長から受け、産業技術研究所は目標達成に向けた中期計画と各年度の年度

計画を策定するとともに、質の高い研究開発・支援業務並びに規律ある財務運営に努

める過程で、職員一同が大小含めて数多くの「優れた取組：ＧＰ（Good Practice）」

を経験し、より効果的な支援体制の新構築に向けた改革実行の原動力にしてきた。 

第１期〜第３期１２年にわたる中期計画の取組を経て、令和８年度開始の第４期

中期計画の取組項目には、２１世紀の第２四半期の幕開けに伴う本格的なＡＩ社会

の到来を認識し、地域企業のニーズに応えうるＡＩを始めＤＸやＧＸのデジタル技

術活用に対応する新技術の戦略的な研究開発や技術支援の取組が含まれている。 

２２万年に及ぶ人類史上最大の技術革命は文字の発明である。「紀元前８世紀にギ

リシャでアルファベットが使われ始め、声や記憶に頼っていた人間の言語や知識、

思考の在り方が根本的に変容した。言語構造が変わり、散文が作られ、歴史学、哲

学、科学が生まれた(Irene Vallejo:パピルスの中の永遠 書物の歴史の物語2023)」。

文字を操る言語は自然界のどこにも存在せず、純粋に人類が生み出した新技術であ

り相互理解のコミュニケーションツールとなった。この文脈で、純粋な人工物は文

化といえる。 

人工知能ＡＩ(Artificial Intelligence)の開発は、1950年代に概念の誕生から始

まり、技術の進歩と期待、研究開発資金の不足による停滞を繰り返しながら、現在

の目覚ましい発展に至っている。2020年代に生成ＡＩ（Generative AI）技術が急速

に進化し、2022年 11月にリリースされた ChatGPTは人類史上最大の発明である言語

を見事に操ることから、わずか２か月の間に 1億人のユーザーを獲得するなど、社

会全体に大きな影響を及ぼした。現在では複数の生成ＡＩが実用化され、目的に応

じた機能を入手可能になっている。 

産業技術研究所では、社会の潮流に流されることなく、第３期中期計画の取組時

からＡＩ応用技術の開発研究に着手し、伝統産業分野に橋渡し可能な新技術を開発

済みである。同様にＤＸ応用でも、地域の精密金属加工企業が新工場開設に伴い新

生産ラインを整備する現場で伴走支援し、製品のフルオートメーション化を達成し

た。 

第４期中期計画においては、伝統産業分野と先進産業分野を問わず、産業技術研

究所発の開発技術におけるこれらＧＰの地域企業やスタートアップへの波及拡大を

図り、新時代の京都を切り拓く技術基盤の構築と産業競争力の強化に資する支援活

動を展開する。 
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第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためにとるべき措置 

 

産業技術研究所は、地方独立行政法人に移行して以来、伝統産業から先進産業まで

幅広い分野の技術の融合や京都の特性をいかしながら、新たな京都ブランドを創出す

る「知恵産業のまち・京都」の実現に取り組んできた。こうした「知恵産業の推進」

の理念を基軸としつつ、「技術相談」、「試験・分析、設備機器の整備及び利用」、「もの

づくりの担い手育成」、「研究開発の推進」の基幹業務を融合、深化させるとともに、

京都市産業技術研究所ユーザーズコミュニティ（産技研ＵＣ）の強化を図り「産業技

術研究所の技術を核としたコミュニティの活性化」を進める。とりわけ、事業者等の

ものづくりを支える「試験・分析、設備機器の整備及び利用」については、産業構造

的にも京都の強みである分析機器製造分野の地域企業群と連携し、分析・計測に係る

技術や機器の高度化と人材育成の充実を図る。 

こうした総合的な技術支援を駆使し、第４期中期目標の重点取組である、「京都の 

ものづくり産業の技術面・人材育成面での下支え支援など、持続的発展に向けた技術

基盤の強化」、「地域企業が持つ強みをいかした、競争力強化に資する製品やサービス

の高付加価値化・技術の高度化支援の推進」、「次代の京都産業を育む新技術・新素材

開発の礎となる技術シーズ等の実用化・実装化を加速する共創・オープンイノベーシ

ョンの推進」を着実に進め、本物を越えた「ほんまもん」を追求・創造しつづける京

都のまちの実現に貢献していく。 

 なお、各指標については、中期計画期間中であっても、取組の進捗状況を踏まえ上

方修正等を検討する。 

 

１ 産業技術研究所が持つ強みをいかした総合的な技術支援の充実 

 

(1) 技術相談 

事業者の課題解決の糸口を共に見出す技術相談は、産業技術研究所の総合

的な技術支援の入り口となる。表面化している技術課題への対応にとどまら

ず、ものづくり技術に関する確かな知見と豊かな想像（創造）力をいかし、課

題の本質や将来的な成長の可能性を見極める支援（試験・分析、人材育成、研

究開発等）に努める。また、技術相談を通じて得られる内容については、技術

ソリューション集や研究報告等の、見える技術資産として蓄積し、活用する

ことにより、技術相談における質の向上に努め、組織として共有・活用される

「知恵の財産」として蓄積することにより、支援の質の継続的な向上を図る。 

       具体的には、来所、電話、メール、オンライン等の多様な相談機会を提供

するとともに、訪問、交流などのアウトリーチ活動を通じて、利用者の顕在ニ

ーズに加え潜在ニーズ把握の深堀に努め、産業技術研究所の特長である多様

で丁寧な伴走型支援により、地域企業等が抱える技術課題の解決に貢献する。 

また、企業、大学、産業支援機関との連携を通じて、スタートアップやカ    

ルチャープレナー、新規分野の地域企業等、一層の顧客の創造に努める。 
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   【指標①】 新規利用者数＜数値目標：中期計画期間中 3,000件以上＞ 

   【指標②】 スタートアップ、カルチャ－プレナー関連相談件数 

【指標③】 無料の技術相談件数 

 

(2) 試験・分析、設備機器の整備及び利用 

分析計測技術・機器は、事業者の技術課題解決や生産性の高い研究開発を

支える基盤として大きく貢献するものであり、広くものづくり産業の競争力

強化の原動力となる。 

地域企業等からの依頼に基づく試験・分析等には、ニーズやその背景等を

把握し、正確かつ迅速に対応する。試験・分析の結果については、単なる数値

の提供に留まらず、科学的見地からの解釈、産業技術研究所の知見やデータ

を結びつけた技術提案・改善提案を実施することにより、生産プロセスの改

善、生産性の向上、製品の高付加価値化を支援し、ものづくり企業の持続的な

成長発展に貢献する。加えて、文化庁をはじめ関係研究機関や団体と連携し

ながら、文化財修復の分野においても、分析計測技術・機器を用いて貢献して

いく。 

こうした試験・分析を進めるにあたっては、分析機器技術の更なる高度化

が求められており、分析機器開発をはじめそれを使いこなせる人材育成やノ

ウハウの蓄積、分析機器を更に高度化する先進的な研究開発が不可欠である。 

このため、積極的に外部資金を活用し、京都市が支援する成長産業分野へ

の事業者ニーズに対応した関連機器・設備を計画的に整備するとともに、こ

れまでの京都バイオ計測センター運営やバイオコミュニティ関西（Ｂｉｏｃ

Ｋ）で培った知見や大学や企業等との連携・協力体制を基盤として、分析・計

測機器製造分野の地域企業や大学が多く集積する京都の強みを生かして、産

学公で構成する新たな「分析・計測プラットフォーム（仮称）」の構築を目指

し、連携による独創的な分析計測技術・機器の開発、高度な技術と知識を持つ

人材の育成、施設・設備相互補完のネットワーク化を通じて、戦略的な分析計

測に係る技術の高度化とスタートアップをはじめ地域企業への支援体制の充

実を図る。 

 

【指標④】 有料の技術相談＋試験・分析＋設備利用の件数 

         ＜数値目標：中期計画期間中 60,000件以上＞ 

   【指標⑤】 利用者アンケートによる目的達成度・利用者満足度 

         ＜数値目標：目的達成度 80％以上 利用者満足度 85％以上＞ 

  

(3) ものづくりの担い手育成 

次世代のものづくりの担い手を育成・強化するため、ＡＩ活用、ＤＸ、ＧＸ

やインフォマティックスの導入講習会などの研修プログラムを充実する。ま

た、外部機関と連携し、分析・解析技術のテーマ毎の最新情報や取組を紹介す
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る講演会、品質管理や法務に関する知見など周辺知識の研修、新規導入機器

やハンズオン対象機器などの機器を中心とした講習会、ＯＲＴ研修等を実施

することにより、地域企業等における、ものづくりの担い手の技術習得や支

援と産業技術研究所の利用を促進する。 

加えて、包括連携協定を締結している京都市教育委員会が推進する、大学  

生や高校生等の次世代人材へのいわゆるＳＴＥＡＭ教育の実践に協力するこ

とにより、未来の京都のものづくり産業を支える人材層の裾野拡大を図る。 

京都のものづくりの源流である伝統産業分野においては、技術や文化を継

承・発展させるため、伝統産業技術後継者育成研修を実施する。本研修では、

伝統的な技能・技術・知識の習得に加え、科学的な視点を取り入れ、多角的な

アプローチで基礎から応用まで系統立った学修機会を提供する。修了生の支

援として、引き続き技術面からのサポートを実施するとともに、京都伝統産

業ミュージアム等の支援機関とも連携し、マーケット支援等を行うことで、

業界を支える職人や担い手の安定的な活躍を後押しする。 

 

【指標⑥】 研修（伝統産業技術後継者育成研修を含む）＋セミナー等 

      ＋派遣指導（技術指導）の修了・受講者数 

＜数値目標：中期計画期間中 1,200人以上＞ 

 

(4) 研究開発の推進 

 

ア 戦略的な研究開発の推進 

業界や市場の動向、技術の将来性等を調査・分析するとともに、これまで培

ってきた京都の強みや産業技術研究所の研究シーズの活用・発展等を見据え、

事業者単独では着手しにくい研究開発に対し、公的試験研究機関として中立

的かつ継続的に関与する技術パートナーとしての役割を果たす。そのため、

技術相談を起点として、課題の整理、試作・検証、評価に至るまでを一体的に

支援する伴走型の研究開発を推進し、現場に根差した課題解決や生産工程の

改善に資する実践的な研究、既存技術や製品の高度化や新たな用途展開を図

る研究、さらには将来の事業化を見据えた新技術・新分野に関する探索的な

研究を、有機的に組み合わせながら戦略的に展開する。 

また、長年京都の中で培われてきたサーキュラーエコノミーの精神を意識

し、環境・エネルギー、ライフサイエンス、材料等の成長産業分野や伝統産業

分野等において、ＤＸやＧＸの促進に寄与する研究開発や地域企業のサステ

ナブルなものづくりに資する研究開発に重点的かつ機動的に取り組み、社会

課題の解決や地域産業の構造転換と持続的な成長を技術面から支える。 

なお、産業技術研究所が積極的に国や公益財団法人等の競争的資金をはじ

めとする外部資金の確保に努めるとともに、事業者の研究開発においても外

部資金に関する情報を提供し、研究開発の後押しを支援する。 
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イ 共同研究、受託研究 

地域企業の競争力強化に資する高付加価値化案件の実現に向け、第３期中

期目標期間に新設した、簡易受託研究を活用し、事業者の実践的な技術検証

を迅速に進めるとともに、共同研究・受託研究への展開を推進する。 

また、将来の基盤技術や新たな方向性を幅広く探索する、可能性を帯びた

テーマについても、大学や他機関等と連携しながら、地域企業による研究開

発を柔軟に支え、既存技術の改良のみならず、新分野への挑戦も支援する。 

 

ウ 研究成果の普及 

研究開発により得られた成果を地域企業等へ技術移転し、技術の実用化、

製品化等の「技術の産業化」を推進していくため、学会発表や学術誌への投

稿、講習会での発表、展示会への出展、企業訪問や派遣指導など多様な方法に

より広く普及を図るとともに、マーケットを見据えた保有する知見や技術等

のシーズの体系化と適切な情報公開を行い、地域企業に適切に技術移転する

ことにより、事業者による技術の実用化・製品化等の技術の産業化につなげ

ていく。 

また、研究開発や技術支援により、新たに得られた技術やノウハウ等の知

見は、地域企業における活用の見込み等を勘案しながら、技術移転を念頭に

置いた適切な権利化、保護を図るとともに、積極的に広報し、ライセンスを行

う。 

研究員においては、常に技術の産業化や知財化など研究成果の普及・技術

移転を意識しながら研究開発に取り組み、また、専門の枠を超えて議論を行

う演習の実施や知的財産に関する研修等を通じて、その能力の向上を図る。 

研究成果については、事業者との共同研究や大学や産業支援機関、金融機

関等との連携強化により、実証・試作・評価を一体的に支援し、研究段階に留

まらず、実用化・社会実装までを見据えた取組を加速する。 

 

【指標⑦】 研究申請のチャレンジ件数 

【指標⑧】 共同研究等の件数＜数値目標：中期計画期間中 160件以上＞ 

【指標⑨】 産業技術研究所が承継した職務発明等の件数 

【指標⑩】 学会等での発表＋研究論文や専門誌の執筆＋講演会等での発表       

      や展示（研究会関連を含む。）等の件数 

 

(5) 産業技術研究所の技術を核としたコミュニティの活性化 

地域企業やスタートアップ、カルチャープレナー、研究会会員に加え、大   

学、産業支援機関、金融機関等のサポート機関が参画する第３期に創設した

「京都市産業技術研究所ユーザーズコミュニティ（産技研ＵＣ）」の運営につ

いては、異業種や幅広いサポート機関も含めた共創の基盤として、第３期で

構築したネットワークや運営実績を踏まえ、研究成果の実用化・社会実装を

より実効的に進める仕組みへとアップデートする。 



  

6 

 

具体的には、事業者同士の異業種・異分野連携や若手技術者、研究者の交流

のネットワーク化を促進するとともに、産業技術研究所が有する技術シーズ

や研究成果について、シーズ起点のアプローチに加え市場の顕在ニーズを起

点とした研究開発を意識し、大学、金融機関、産業支援機関等と連携しなが

ら、実証・試作・評価から国内外のマーケティングを一体的に支援する。 

また、京都府が設置する京都府中小企業技術センターとそれぞれの強みを

いかした共創による地域企業への技術支援体制を一層強化するとともに、京

都リサーチパーク（ＫＲＰ）地区開設３５周年を契機に創設された、地区内外

の地域企業・スタートアップを対象にワンストップ支援を提供する「ＫＲＰ

地区共創パートナーシップ」の参画機関として、ＫＲＰ地区の支援機関と一

体となって、支援機能を深化させる。 

「知恵創出“目の輝き”企業」認定事業については、産技研ＵＣのサポート

機関と連携し、事業の更なる展開を後押しする。 

 

【指標⑪】 産技研ＵＣ等における連携・共創の件数 

＜数値目標：中期計画期間中 280件以上＞ 

 

２ 情報発信とニーズ把握の徹底 

研究成果や技術支援の取組内容を、地域企業や関係機関に的確に伝わる情報発

信を推進し、産業技術研究所の発信力を一層向上させる。ウェブサイトやＳＮＳ

等の特性を踏まえた情報提供に加え、職員自らが専門性を携えて直接的に働きか

けることによって、事業の取組を見える化し、地域企業との揺るぎない信頼関係

を強化する。 

技術相談や共同研究等を通じて得られる企業の現場の声を重視し、地域企業の

技術ニーズを的確に把握し、研究開発や支援事業に反映させる。安心して相談で

きる環境を整備するとともに、企業訪問や相談対応を通じた能動的な対話により、

企業の現場の切実な課題を深く託し得る信頼の絆を築き、そこで得た情報を所内

で共有し、分野横断的な支援内容の改善につなげる。 

また、個々の企業の課題だけではなく、業界の動向や新たな技術潮流にもアン

テナを広げ、他の支援機関とも連携しながら、複眼的に分析を進め、地域産業が

直面する共通の課題や新たなニーズを早期に把握し、研究テーマや技術支援の重

点化を図り、スピード感のある実効性の高い支援につなげる。 

 

【指標⑫】 メディアへの露出件数、産業技術研究所公式 Facebook、

Instagramへの投稿件数 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

３期１２年にわたる中期計画を通じて、事務職・研究職全員が規律ある財務運営に

対するリテラシーを修得しており、未知の業務にも積極的に取り組むようになった。    

第４期中期計画では、一般事務並びに財務に関する定例業務運営の改善及び効率化

推進に大きな効果が見込めるＡＩ技術を積極的に適用し、ＧＰの創出と共有財産化を

推進する。産業技術研究所のような小規模組織では、ＧＰの共有が容易であり、特に

顕著な成果を達成可能であると判断している。 

他方、独立行政法人化移行に合わせて科学研究費補助金申請団体の承認を得た結果、

近年では採択率 70％（第３期中期計画期間平均）を達成しており、大学の平均採択率

30％前後を大きく上回っている。同様に独立行政法人化の効果として、所外の大学、

国立研究開発法人、省庁との共同研究や受託研究の受け入れが活発化し、外部資金の

自立的確保につながっており、第４期中期計画でも目標達成に努める。 

さらに、その他の業務運営における課題についても日常的に自立的な発掘に努め、

職員間の連携による改善活動に取り組む。 

 

１ 組織体制の強化 

 

(1) 柔軟性・機動力の高い組織の編成 

不確実性・複雑性が高く変化の激しい社会において、地域企業はもとより

業界等のニーズや地域産業の課題等を的確に把握し、柔軟に対応する機動力

の高い組織を編成する。そのために、組織として機能向上を図りながら、職員

間の活発な対話を通じて相互理解を深め、分野横断的な連携を強化し、共創

を生むしなやかな組織運営を目指す。 

 

(2) 人材育成 

地域企業をものづくり技術で支える産業技術研究所にとって、継続的にそ

の使命を果たすためには、高度な専門性・技術力を有する現場の研究員と、そ

の活動を支える事務職員という「人財」が必要となる。 

そのため、今一度、産業技術研究所職員行動理念を共有して行動するとと

もに、中長期的な視点から、計画的に優秀な職員の採用を進めるとともに、全

職員の相互理解のもと、一丸となって組織の価値を高める強固な組織づくり

を目指す。 

さらには、円滑な対話により、組織の心理的安全性をより高めていくとと

もに、職員のイノベーションマインドの醸成に努め、より高みを目指す職員

の探求力を引き出し「挑戦する職員」の育成に取り組む。 

 

 

 

 



  

8 

 

(3) 技術の継承 

産業技術研究所が長年培ってきた得意分野の技術や知見については、個人

の経験に留めることなく、組織として共有・活用される「知恵の財産」として

継承・発展させる。 

 

２ 業務改革の推進 

第３期のリブランディングプロジェクトを通じて培われた「対話」の文化を全

所的に浸透させ、組織運営と業務執行を推進する。 

年度評価の結果を反映したプロセスの見直し等、法令に基づくＰＤＣＡサイク

ルを推進する際は、定量的なチェックに加えて、職員間の対話を通じて業務の本

質的な目的と効果を再検証する。あわせて、生成ＡＩをはじめ、今後も進展が予

想される革新的な技術を情報処理のツールとして適時適切に活用し、職員が独創

的な発想を研ぎ澄ませ、高度な知見に基づく価値創造に注力できる環境を整える。

これにより、限られた資源を最大化し、職員一人ひとりの生産性向上と創造的な

業務文化を醸成するとともに、組織内での対話の姿勢を磨き上げる。 

この円滑な対話の姿勢は、組織内のみならず、地域企業や外部機関に対しても

強力に展開する。事業者との深い対話を通じて潜在的なニーズを掘り起こし、そ

れを支援メニューや研究開発へダイレクトに反映させる「顧客起点の業務改革」

を推進する。 

さらに、この対話の輪を他都市の公設試験研究機関等へも広げ、広域的な連携

を強化する。自所のリソースのみに固執せず、対話を通じて他機関との強みを補

完し合うネットワークを構築することにより、地域企業が抱える多種多様な課題

に対し、より高度でスピード感のある支援体制を実現する。現場起点の改善提案

と自由闊達で風通しの良い風土を礎に、職員一人ひとりの生産性向上と創造的な

業務文化の醸成を推進し、地域経済の発展、市民生活の向上に寄与する「しなや

かで強い」組織へと進化する。 
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第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

１ 財政運営の効率化 

第４期中期目標期間における予算、収支計画及び資金計画は第５に示す。 

予算の執行に当たっては、地方独立行政法人の特性を十分に踏まえた弾力的な

運用に努める。 

また、ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、生成ＡＩをはじめとしたデジ

タル技術の活用による業務の効率化や経費の節減等に取り組み、組織全体の効率

化を推進する。 

 

２ 多様な財源の確保 

研究開発や技術支援等をはじめとする法人業務の一層の充実に向けて、競争的 

資金や民間の研究助成等の外部資金の獲得に向け、挑戦的に取り組む指標を   

設定するとともに、本格的な共同研究や受託研究に繋がる可能性検証などを行う

簡易受託研究制度を活用することや設備機器の効率的な活用や物価高騰等の社会

情勢を踏まえた利用料金の改訂を行い、運営費交付金以外の自主財源を確保する

ための経営努力を行う。 

また、産技研ＵＣに参画する事業者や支援機関、団体等からの協力も含めた、

多様な自主財源の確保に努めていく。 

 

【指標⑬】 自己収入の額＜数値目標：中期計画期間中 13.2億円以上＞ 

 

３ サービス向上等に向けた剰余金の有効活用 

産業技術研究所の経営努力によって生じた剰余金については、研究開発やサー 

ビス向上、業務の効率化等、法人の円滑な業務運営に充当するとともに、将来の

業務運営に備え、計画性をもって有効に活用及び管理し、法人の財政基盤の安定

化を図る。 
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第４ その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

１ 法令遵守と情報管理 

職員は、公的機関に従事する職員としての自覚を持ち、法令や法人が定める   

  行動理念、コンプライアンス推進指針を順守し、高い倫理観を持って業務を行 

う。 

また、市民に開かれた公設試験研究機関として、事業内容や組織の運営状況な

どを平明に公開・提供する。 

同時に、地域企業の研究開発や経営戦略に携わる公的な産業支援機関として、

職員の守秘義務と組織としての秘密保持を徹底し、個人情報、企業情報等、職務

上知り得た秘密については、適正に管理し、漏えいを防止する。 

 

２ 施設維持と安全管理 

中長期的な視点に立ち、施設の適切な維持や保守管理、計画的な改修等により

長寿命化を図るとともに、保有する資産の有効活用に取り組む。 

また、利用者及び職員の安全を確保するため、大規模災害や感染症等の緊急事

態発生時に適切な対応を行うため各種訓練等を行うなど、危機に備えた安全管理

を徹底する。  
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第５ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１ 予算（人件費の見積りを含む。） 

令和８年度～令和１１年度 予算            （単位：百万円） 

区  分 金  額 

 収入 
    

  運営費交付金 
  施設整備費補助金 
  施設改修負担金 
  自己収入 

事業収入 
受託研究等収入 
受託事業収入 
補助金収入 
雑収入 

  前中期目標期間繰越積立金取崩額 

３，８９０ 
  ９５２ 
    １０ 
１，３２１ 

      ３３５ 
      ３１３ 
      ３１０ 
      ２００ 
      １６３ 

  １８４ 

 計 ６，３５７ 

支出 
 

  業務費 
   技術研究経費 
   受託研究等研究経費 
   受託事業経費 
   職員人件費 
  施設整備費 
  施設改修費 
  維持管理費 
  一般管理費 

３，６１７ 
       １９３ 
       ３３８ 
       ３１０ 

２，７７６ 
   １，１５２ 
      １０ 
      ８８ 

１，４９０ 

 計    ６，３５７ 

[人件費の見積り] 

中期計画期間中総額 ２，６０６百万円を支出する。（退職手当は除く。） 

（注１）運営費交付金は、一定の仮定のもとに試算したものであり、各事業年度の

運営交付金については、予算編成過程において決定される。 

（注２）退職手当は、地方独立行政法人京都市産業技術研究所が定める規程に基づ

き所定金額を支給するが、運営費交付金として措置される額については、各

事業年度の予算編成過程において算定される。 

（注３）一般管理費については、研究機器保守費及び機器修理費が含まれている。 

※ 金額については見込みであり、今後、変更する可能性がある。 
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２ 収支計画 

   令和８年度～令和１１年度 収支計画          （単位：百万円） 

区  分 金  額 

費用の部 ５，７７１ 

  経常費用 
 
   業務費 
    技術研究経費 
    受託研究等研究経費 
    受託事業経費 
    維持管理費 
    職員人件費 
    一般管理費 
 
   財務費用 
 
   雑損 
   
   減価償却費 

５，７７１ 
 

５，１１６ 
１９３ 
３３８ 
３１１ 

         ８８ 
２，７７６ 
１，４１０ 

 
        ０ 

 
        ０ 

 
６５５ 

収益の部 ５，６７５ 

  経常収益 
 
   運営費交付金収益 
   事業収益 
   受託研究等収益 
   受託事業収益 
   補助金収益 
   寄付金収益 
   雑益 
 
   引当金見返に係る収益 
 
   資産見返負債戻入 
    資産見返運営費交付金等戻入 
    資産見返補助金等戻入 
    資産見返寄付金戻入 
 
  純利益（▲純損失） 
 
  前中期目標期間繰越積立金取崩額 
 
  総利益（▲総損失） 

５，６７５ 
 

３，５０３ 
３３５ 
３１３ 
３１０ 
１０ 
８９ 
７４ 

 
３８７ 

 
６５４ 

２１ 
６２０ 
１３ 
 

▲９６ 
 

９６ 
 

      ０ 

※ 金額については見込みであり、今後、変更する可能性がある。 
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３ 資金計画 

   令和８年度～令和１１年度 資金計画          （単位：百万円） 

区  分 金  額 

資金支出  ６，５８７ 

  業務活動による支出 
 
  投資活動による支出 
 
  財務活動による支出 
 

次期中期目標期間への繰越金 

 ５，１１６ 
 

 １，２４２ 
 

     ０ 
 

   ２２９ 

資金収入  ６，５８７ 

  業務活動による収入 
   運営費交付金収入 
   事業収入 
   受託研究等収入 
   受託事業収入 
   補助金収入 
   その他収入 
 
  投資活動による収入 
 
  財務活動による収入 
 

前期中期目標期間からの繰越金 

 ６，０３４ 
     ３，８９０ 
       ３３５ 
       ３１３ 
       ３１０ 
     １，１６２ 
        ２４ 

 
     ０ 

 
   １５１ 

 
   ４０２ 

  

※ 金額については見込みであり、今後、変更する可能性がある。 
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第６ 短期借入金の限度額 

１ 短期借入金の限度額 

３億円 

２ 想定される理由 

運営費交付金の受け入れ遅滞及び予見できなかった不測の事態の発生等により、

緊急に借入れの必要が生じるため。 

第７ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財

産がある場合には、当該財産の処分に関する計画 

なし。 

第８ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

なし。 

第９ 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合、地域企業の支援や研究開発の充実、設備

機器の整備や業務の効率化等、法人の円滑な業務運営に充てる。 

第１０ その他市の規則で定める業務運営に関する事項 

１ 施設及び設備に関する計画 

第１－１－⑵「試験・分析、設備機器の整備及び利用」及び第４－２「施設維

持と安全管理」に記載のとおり。 

２ 人事に関する計画 

第２－１－⑵「人材育成」に記載のとおり。 

３ 積立金の処分に関する計画 

前中期目標期間繰越積立金については、地域企業の支援や研究開発の充実、 

設備機器の整備や業務の効率化等、法人の円滑な業務運営に充てる。 

 


